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（別紙） 

意  見 ・ 質  問 回   答 
審議案件 

１【最高裁庁舎耐震改修工法検討業務】 
 
・ 入札説明書，補足説明書，仕様書等の内

容が分かりにくいものだったのか。 
 
 
 
・ 受注者の積算内訳は把握しているか。

 
 
 
 
・ 本件のような入札参加者の辞退について

は，何らかのペナルティーはないのか。 
 
 
２ 【名古屋高裁金沢支部・金沢地家簡裁庁

舎新営機械設備（空調）工事，大分地家裁庁

舎電気設備改修工事】 
 
・ 本件のような非常に低廉な機器の価格と

いうのは通常考えられるものか。 
 
 
・ 入札の手続としてはこれ以上追求できな

いところであるが，実態を調べる必要があろ

う。 
 
・ 契約の相手方の信用状況については，財

務諸表等を注意してみれば，分かることも多

いと考えるので，今後，低入札価格調査を行

う際には，それらをも踏まえて判断された

い。 

 
 
 
・ 本件発注については，仕様書，特記仕様

書及びそれを補完する別紙でもって入札説

明資料としており，内容的にも特段の問題は

なかったと考えている。 
 
・ 本件の受注者については調査基準価格以

上となっているので，内訳の提出義務はない

が，業務を監督していく中で把握していきた

い。 
 
・ 裁判所では，故意でない限り，落札する

までは，指名停止等のペナルティーは課して

いない。 
 
 
 
 
 
・ 普通はないが，この頃は，全般的に低入

札が続いており，非常に低廉な価格での機器

の納入が続いていた。 
 
・ 施工品質の確保が図れるよう，施工体制

確認型総合評価方式及び特別重点調査の導

入等，入札手続の改善に努めていきたい。

 
・ 了解した。 



                                         
 
３【鳥取地家裁庁舎耐震改修工事設計変更】

 
・ 随意契約にすると，契約率が９９．４９％

となるものなのか。 
 
 
 
 
・ ２回行っている設計変更を一つにまとめ

ることはできなかったのか。 
 
 
４【大阪家裁庁舎内部改修工事】 
・ 低入札価格調査とするか入札無効とする

かの基準はあるのか。 
 
 
 
 
・ 指名競争入札を実施する原因となった１

者入札による一般競争入札について，１者入

札が恒常化しているわけではないというこ

とは，説明があったが，例えば，工事区画が

分散している，工期が短いといったことは１

者入札に関係しているのか。 
 
・１者入札とならないよう，早期に計画でき

るものは早期に発注する等していただきた

い。 
 

 

 

 

・ 設計変更に際して，受注者の見積金額が，

予定価格の範囲内とならなかった場合，契約

ができないので，再度，見積を行う。この見

積りを繰り返していくと，予定価格に近い金

額での契約となる。 

 

・ 設計変更を行う必要が生じた時期及び内

容が異なるため，まとめることはできなかっ

た。 

 

 
・ 低入札価格調査は工事の施工品質の確保

等を判断する制度，無効は入札の有効無効を

判断する制度となっており，両者は目的を異

にしているため，基準によりどちらかという

ものではない。 
 
・ 裁判所の改修工事というのは，いわゆる

居抜き工事といって，執務をしたまま，裁判

に影響が出ないように工事を進めていかな

ければならない。そのことによる施工性の悪

さが参加者を少なくする原因なのかも知れ

ない。 
 
・ 本件に関しては調整に時間を要し，やむ

を得なかったと考えるが，今後とも早期発注

に努めていきたい。 
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